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。



衆
議
院
議
員
佐
藤
ゆ
う
こ
君
提
出
関
西
電
力
大
飯
原
子
力
発
電
所
の
運
転
再
開
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
会
議
及
び
電
力
需
給
に
関
す
る
検
討
会
合
の
下
に
開
催
し
た
需
給
検
証
委
員
会
に
お
い
て
平
成
二
十

四
年
五
月
十
四
日
に
取
り
ま
と
め
た
報
告
書
（
以
下
「
需
給
検
証
委
員
会
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
よ
れ
ば
、
関
西
電
力
株

式
会
社
（
以
下
「
関
西
電
力
」
と
い
う
。
）
の
供
給
区
域
に
お
け
る
同
年
夏
の
最
大
電
力
需
要
は
、
二
千
九
百
八
十
七
万
キ

ロ
ワ
ッ
ト
と
見
込
ま
れ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
電
力
使
用
実
績
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
関
西
電
力
の
供
給
区
域
内
に
お

け
る
最
大
電
力
需
要
の
実
績
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
は
約
二
千
百
六
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
同
年
五
月
は
約
千
九
百

四
十
七
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
で
あ
り
、
ま
た
、
平
成
二
十
一
年
四
月
は
約
二
千
七
十
七
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
同
年
五
月
は
二
千
四
十

九
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
平
成
二
十
二
年
四
月
は
約
二
千
百
九
十
四
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
同
年
五
月
は
約
二
千
百
八
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、

平
成
二
十
三
年
四
月
は
約
二
千
九
十
六
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
同
年
五
月
は
約
二
千
七
十
一
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

一



お
尋
ね
の
「
ど
れ
だ
け
の
発
電
設
備
を
増
強
し
た
か
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
需
給
検

証
委
員
会
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
十
四
年
夏
の
電
力
需
要
に
対
応
す
る
た
め
、
関
西
電
力
は
、
長
期
停
止
中
の
火
力
発

電
所
の
立
ち
上
げ
に
よ
り
四
十
五
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
及
び
緊
急
設
置
電
源
に
よ
り
二
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
積
み
増
す
こ
と
と
し
て

い
る
。
一
方
、
同
年
夏
の
電
力
需
要
が
最
大
と
な
る
日
の
供
給
力
と
、
平
成
二
十
三
年
夏
の
電
力
需
要
が
最
大
で
あ
っ
た
日

の
供
給
力
を
比
較
す
る
と
、
原
子
力
発
電
所
の
停
止
等
も
あ
り
、
四
百
五
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
減
少
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
総
発
電
量
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
需
給
検
証
委
員
会
報
告
書
に

よ
れ
ば
、
関
西
電
力
の
同
年
夏
の
電
力
需
要
が
最
大
で
あ
っ
た
日
の
供
給
力
は
二
千
九
百
四
十
七
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
で
あ
り
、

原
子
力
発
電
に
係
る
供
給
力
を
除
く
と
二
千
六
百
十
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
施
設
の
総
発
電
量
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
電
気
関
係
報
告
規
則
（
昭
和

四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
四
号
）
に
基
づ
く
報
告
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
十
四
年
三
月
末
に
お
い
て
、
出
力
千
キ
ロ
ワ
ッ

ト
以
上
の
自
家
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
が
有
す
る
発
電
設
備
（
以
下
「
自
家
発
電
設
備
」
と
い
う
。
）
の
最
大
出
力

は
、
関
西
電
力
の
供
給
区
域
に
お
い
て
約
六
百
七
十
三
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
で
あ
る
。

二



ま
た
、
「
全
国
で
増
え
た
発
電
設
備
の
総
量
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
需
給
検
証
委
員

会
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
同
年
夏
の
電
力
需
要
に
対
応
す
る
た
め
、
北
海
道
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
北
海
道
電
力
」
と
い
う
。

）
は
緊
急
設
置
電
源
に
よ
り
七
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
東
北
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
東
北
電
力
」
と
い
う
。
）
は
緊
急
設
置
電

源
に
よ
り
八
十
七
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
東
京
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
東
京
電
力
」
と
い
う
。
）
は
緊
急
設
置
電
源
に
よ
り
百

三
十
四
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
関
西
電
力
は
長
期
停
止
中
の
火
力
発
電
所
の
立
ち
上
げ
に
よ
り
四
十
五
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
及
び
緊
急

設
置
電
源
に
よ
り
二
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
四
国
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
四
国
電
力
」
と
い
う
。
）
は
長
期
停
止
中
の
火
力
発

電
所
の
立
ち
上
げ
に
よ
り
二
十
二
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
九
州
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
九
州
電
力
」
と
い
う
。
）
は
長
期
停
止

中
の
火
力
発
電
所
の
立
ち
上
げ
に
よ
り
三
十
八
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
及
び
緊
急
設
置
電
源
に
よ
り
一
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
積
み
増
す

こ
と
と
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
合
計
で
、
長
期
停
止
中
の
火
力
発
電
所
の
立
ち
上
げ
に
よ
り
百
五
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
緊
急
設

置
電
源
に
よ
り
二
百
三
十
一
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
同
年
夏
の
電
力
需
要
が
最
大
と
な
る
日
の
供
給
力
を
、

平
成
二
十
三
年
夏
の
電
力
需
要
が
最
大
で
あ
っ
た
日
の
供
給
力
と
比
較
す
る
と
、
原
子
力
発
電
所
の
停
止
等
も
あ
り
、
北
海

道
電
力
に
お
い
て
は
七
十
三
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
減
少
、
東
北
電
力
に
お
い
て
は
百
七
十
二
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
増
加
、
東
京
電

力
に
お
い
て
は
三
百
十
一
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
増
加
、
中
部
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
中
部
電
力
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は

三



十
四
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
減
少
、
北
陸
電
力
株
式
会
社
に
お
い
て
は
二
十
二
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
減
少
、
関
西
電
力
に
お
い
て
は

四
百
五
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
減
少
、
中
国
電
力
株
式
会
社
に
お
い
て
は
四
十
七
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
増
加
、
四
国
電
力
に
お
い
て

は
二
十
八
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
減
少
、
九
州
電
力
に
お
い
て
は
九
十
七
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
減
少
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
合

計
で
百
九
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
減
少
と
な
っ
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
総
発
電
量
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
需
給
検
証
委
員
会
報
告
書
に
よ
れ
ば
、

関
西
電
力
の
供
給
区
域
に
お
け
る
自
家
発
電
設
備
か
ら
八
十
九
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
が
関
西
電
力
の
平
成
二
十
四
年
夏
の
供
給
力

に
計
上
さ
れ
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

関
西
電
力
の
電
気
の
供
給
に
係
る
契
約
に
お
い
て
は
、
電
気
の
需
給
上
や
む
を
得
な
い
等
の
場
合
に
は
電
気
の
供
給
の
中

止
等
を
行
う
こ
と
が
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
関
西
電
力
に
お
い
て
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
基
づ
き
計
画
停
電
を

行
う
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

四



東
京
電
力
は
、
東
京
電
力
の
電
気
の
供
給
に
係
る
契
約
に
基
づ
き
、
東
日
本
大
震
災
の
発
生
後
に
計
画
停
電
を
行
っ
た
も

の
と
承
知
し
て
い
る
が
、
当
該
契
約
に
お
い
て
は
、
非
常
変
災
等
の
場
合
に
電
気
の
供
給
の
中
止
等
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、

東
京
電
力
の
責
め
と
な
ら
な
い
理
由
に
よ
る
と
き
は
、
東
京
電
力
は
需
要
家
等
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
め
を
負
わ
な

い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

ま
た
、
計
画
停
電
を
行
う
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
一
般
電
気
事
業
者
が
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
計
画
停
電
は
国
民

生
活
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
計
画
の
立
案
に
当
た
っ
て
は
、
政
府
が
関
与
す
る
こ
と
に
よ
り
、

こ
う
し
た
影
響
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
よ
う
努
め
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

関
西
電
力
に
お
い
て
、
平
成
二
十
四
年
夏
の
い
わ
ゆ
る
ピ
ー
ク
カ
ッ
ト
対
策
と
し
て
、
需
給
調
整
契
約
の
締
結
や
新
た
な

季
節
別
・
時
間
帯
別
料
金
の
導
入
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
関
西
電
力
に
よ
れ
ば
、
需
給
調
整
契
約
に
つ
い

て
、
平
成
二
十
三
年
夏
に
つ
い
て
は
、
千
七
百
九
件
の
契
約
に
よ
り
最
大
で
百
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
電
力
需
要
の
抑
制
効
果
が

あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
り
、
平
成
二
十
四
年
夏
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
関
西
電
力
と
各
需
要
家
と
の
間
で
協
議
を
行
っ
て
い

る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
関
西
電
力
に
よ
れ
ば
、
同
年
七
月
か
ら
導
入
す
る
新
た
な
季
節
別
・
時
間
帯
別
の
電
気
料
金

五



に
つ
い
て
、
同
年
六
月
十
九
日
時
点
で
、
約
四
千
の
需
要
家
と
の
間
で
そ
の
適
用
に
係
る
契
約
が
成
立
し
て
い
る
と
の
こ
と

で
あ
る
が
、
需
給
検
証
委
員
会
報
告
書
に
お
い
て
、
「
確
実
性
の
高
い
定
量
的
な
効
果
を
見
積
も
る
段
階
に
は
至
っ
て
い
る

と
は
言
え
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
そ
の
電
力
需
要
の
抑
制
効
果
に
つ
い
て
お
示
し
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
の

こ
と
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

特
定
規
模
電
気
事
業
者
の
数
は
、
平
成
二
十
四
年
六
月
十
八
日
時
点
で
六
十
社
で
あ
る
。

ま
た
、
特
定
規
模
電
気
事
業
者
の
月
別
販
売
電
力
量
の
合
計
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
は
約
十
七
億
四
千
五
百

十
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
、
同
年
二
月
は
約
十
六
億
千
百
八
十
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
、
同
年
三
月
は
約
十
五
億
八
千
七
百

二
十
二
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
、
同
年
四
月
は
約
十
四
億
二
千
十
三
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
、
同
年
五
月
は
約
十
五
億
千
十

六
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
、
同
年
六
月
は
約
十
六
億
七
千
四
百
五
十
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
、
同
年
七
月
は
約
十
八
億
四
千

三
百
三
十
五
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
、
同
年
八
月
は
約
十
八
億
三
千
十
七
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
、
同
年
九
月
は
約
十
七
億

二
百
八
十
五
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
、
同
年
十
月
は
約
十
五
億
三
千
六
百
九
十
一
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
、
同
年
十
一
月
は

約
十
四
億
七
千
九
百
五
十
九
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
、同
年
十
二
月
は
約
十
五
億
八
千
四
百
九
十
七
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
、

六



平
成
二
十
四
年
一
月
は
約
十
六
億
三
千
六
百
七
十
二
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
、
同
年
二
月
は
約
十
六
億
千
二
百
四
十
八
万
キ

ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
、
同
年
三
月
は
約
十
五
億
九
千
三
百
十
八
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
、
同
年
四
月
は
約
十
三
億
九
千
百
七
万

キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
で
あ
る
。

十
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
三
十
分
同
時
同
量
」
に
つ
い
て
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
用
い
る
特
定
規
模
電
気
事
業
者
に
限
ら
ず
、

全
て
の
特
定
規
模
電
気
事
業
者
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
事
実
上
の
参
入
障
壁
と
な
っ
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
り
、

電
気
事
業
制
度
改
革
の
検
討
課
題
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
見
直
し
を
行
う
方
向
で
検
討
を
進
め
て
ま
い
り
た

い
。

十
一
に
つ
い
て

い
わ
ゆ
る
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
と
は
、
一
般
電
気
事
業
者
が
自
ら
所
有
す
る
発
電
設
備
を
用
い
て
瞬
時
瞬
時
の
出
力

調
整
を
行
い
電
力
系
統
に
お
け
る
電
力
需
給
バ
ラ
ン
ス
及
び
周
波
数
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
り
、
電
力
系
統
に
お
け
る
電
気

の
品
質
を
確
保
す
る
こ
と
を
指
す
。
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
一
般
の
需
要
に
応
ず
る
電
気
の

供
給
に
係
る
料
金
や
、
特
定
規
模
電
気
事
業
者
が
一
般
電
気
事
業
者
の
電
力
系
統
を
利
用
す
る
際
に
支
払
う
託
送
料
金
に
含
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め
て
設
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
自
家
発
電
設
備
に
つ
い
て
も
、
電
力
系
統
に
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
自
家
発

電
設
備
に
係
る
電
気
の
品
質
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
平
成
十
二
年
に
電
力
の
小
売
自
由
化
に
伴
い
託
送
制
度
が
開
始
さ

れ
て
以
降
、
中
部
電
力
及
び
関
西
電
力
を
含
む
一
般
電
気
事
業
者
が
自
主
的
に
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
料
金
を
設

定
し
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

一
般
電
気
事
業
者
に
よ
れ
ば
、
需
要
家
等
を
含
め
電
力
系
統
を
利
用
し
て
い
る
者
に
対
し
て
公
平
に
負
担
を
求
め
る
と
の

観
点
か
ら
、
自
家
発
電
設
備
を
電
力
系
統
に
接
続
す
る
者
に
対
し
て
も
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
費
用
の
負
担
を
求

め
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
直
ち
に
新
規
参
入
を
阻
害
す
る
も
の
で
な
く
、
電
力
自
由
化
の
理
念
に
直
ち
に
反
す

る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
一
般
電
気
事
業
者
が
設
定
す
る
ア
ン
シ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
料
金
そ
の
他

の
取
引
条
件
に
つ
い
て
は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
対
価
を
適
切
に
求
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
取
引
の
相
手
方
に
不

当
に
不
利
益
と
な
る
よ
う
に
取
引
の
条
件
を
設
定
す
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
直
ち
に
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引

の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
二
条
第
九
項
第
五
号
に
規
定
す
る
優
越
的
地
位
の
濫
用
等

に
該
当
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
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